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それぞれの障害の特性

平成１７年４月より発達障害者支援法に基づいた取り組みがスタートしています。

発達障害者支援法では､これまで制度の谷間におかれていて､必要な支援が届きにくい状態となっ

ていた｢発達障害｣を「自閉症､アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害､学習障害､注意欠陥

多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」

と定義し､支援の対象となりました。

この法律は、「発達障害｣のある人が､生まれてから年をとるまで､それぞれのライフステージ(年

齢）にあった適切な支援を受けられる体制を整備するとともに、この障害が広く国民全体に理解さ

れることを目指しています。

く｣、「計算する」等の能力が、

勺発達に比べて極端に苦手
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知的な遅れを、言葉の発達の遅れ

Ｄコミュニケーションの障害

Ｄ対人関係･社会性の障害

Ｄパターン化した行動、
こだわり
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●基本的に、言葉の発達の遅れはない

●コミュニケーシヨンの障害

●対人関係･社会性の障害

⑥パターン化した行動、興味・関心の

かたより

●不器用（言語発達に比べて）
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自 閉症

伴うこともあります

注意欠陥多動性障害
ＡＤＨＤ

[

′広汎性発達障害 ◎不注意(集中できない）

Ｄ多動･多弁（じっとしていられない）

、衝動的に行動する（考えるよりも先

に動く）
アスペルガー症候群
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【Ｂ<んの例】
急に予定が変わったり、初めての場所に行った

りすると不安になり動けなくなることがよくあり

ます。そんな時、周りの人が促すと余計に不安が

高まって突然大きな声を出してしまうことがあり

ます。周りの人から、「どうしてそんなに不安に

なるのかわからないので、何をしてあげたらよい

かわからない」と言われてしまいます。

でも、よく知っている場所では一生懸命、活動

に取り組むことができます。

へ一一

他の人と話している時に自分のことばかり話し

てしまって、相手の人にはっきりと「もう終わり

にしてください」と言われないと、止まらないこ

とがよくあります。周りの人から、「相手の気持

ちがわからない、自分勝手でわがままな子」と言

われてしまいます。

でも、大好きな電車のことになると、専門家顔

負けの知識をもっていて、お友達に感ﾉ、されます。
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発達障害ってなんだろう？
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【Aちゃんの例３
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以上、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部発行「発達障害の

理解のために」より。

せんが、現在では脳機能の障害と考えられ

ていて、小さい頃からその症状が現れてい

ます。

早い時期から周囲の理解が得られ、能力

を伸ばすための療育等の必要な支援や環境

の調整が行われることが大切です。

ここに示したのはあくまで一例であって、どんな能力に障害があるか、どの程度なのかは人によっ

て様々です。子どもにも大人にもこれらの特徴をもつ人がいます。

発達障害は障害の困難さも目立ちますが、優れた能力が発揮されている場合もあり、周りから見て

アンバランスな様子が理解されにくい障害です。そのため、上で紹介したような印象をもたれている

ことが多くあります。近年の調査では、発達障害の特徴をもつ

人は稀な存在ではなく、身近にいることがわかっ

てきました。
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注意欠陥多動性障害瓦‘ＡＤＨＤ
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会議で大事なことを忘れまいとメモをとります

が、本当は書くことが苦手なので、書くことに必

死になりすぎて、会議の内容がわからなくなるこ

とがあります◎

後で会議の内容を周りの人に聞くので、周りの

人から、「もっと要領よくメモを取ればいいのに」

と言われてしまいます。

でも、苦手なことを少しでも楽にできるように、

ボイスレコーダーを使いこなしたりと、他の方法

を取り入れる工夫をすることができます。

大事な仕事の予定を忘れたり、大切な書類を置

き忘れたりすることがよくあります。周りの人に

はあきれられ、「何回言っても忘れてしまう人」

と言われてしまいます。

でも、気配り名人で、困っている人がいれば誰

よりも早く気づいて手助けすることができます。
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の ノートです。（A4サイズ）（B5サイズ）･ ています。
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上記2つの冊了について製本版は発達支援センター、市役所障害福祉課、健康推進課（保健センター）

で無料にて配布しております。また、市のホームページからダウンロードもできます。
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明石市立発達支援センター発行の冊子
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療育支援ガイドブック

は、発達障害児（者）に

関わる医療、保健、福祉、

教育、就労の各支援機関

やサービスに関する情報

をわかりやすくまとめた

ものです。また、知的障

害児（者）や身体障害児

（者）のみなさまにもご

利用いただける内容となっ

：

発達障害児を持つ保護者：
●

の方からの「相談に行くと：
そのつど生育歴をたずねら：

れる」「担任の先生がかわ：
●

ると、そのつど子どもの特：
徴を説明しないといけない」：

といった声を受け、発達陣：

害児（者）の保護者と支援：
者、支援者と支援者の連携：

の手段となるファイル形式：

湯ｆｆＦ
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発達障害をはじめ、支援を必要とする障害のある方とご家族への継続した、相談支援･発達支

援･就労支援及び啓発活動と研修等を関係機関と連携しながら行っています。

●兵庫県中央こども家庭センター(児童相談所）

ＴＥＬＯ７８－９２３－９９６６ＦＡＸＯ７８－９２４-００３３

１８歳未満の子どもと家庭のさまざまな問題について相談に応
じています｡また療育手帳の判定を行っています。

●兵庫県立知的障害者更生相談所

ＴＥＬＯ７８－２４２－０７３７ＦＡＸＯ７８－２４２－０７３６

１８歳以上の知的障害者に対する療育手帳の判定を行っています。

相談は来所による面談にて行います。

予約制になりますので、電話・FAXで
ご連絡ください。

利用方法

受付時間月～金（祝日・年末年始を除く）
午前９時から午後５時まで
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所在地 〒674-0092

明石市二見町東二見1836番地の１
ふれあいプラザあかし西２階

見サザンカ姻薗

Ｆ１弓

ﾎー ﾑペー ジhttp://www・city・akashihyogojp/fukushi/O90727hattatusiensentahtml一

●兵庫県明石健康福祉事務所(保健所）

ＴＥＬＯ７８－９１７－１１３１ＦＡＸＯ７８－９１７－１~i３８

専門性の高い精神保健福祉､難病､未熟児､障害児等の相談を行っ
ています。
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鍔明石市立発達支援ｾﾝﾀー

その他の専門相談等機関

●八口一ワーク明石

ＴＥＬＯ７８－９１２－２３１３ＦＡＸＯ７８－９１２－２２９７

障害者の職業紹介について､専門援助コーナーを設置して相談
あっせん等を行っています。

●明石市障害福祉課

ＴＥＬＯ７８－９１８－１３４４ＦＡＸＯ７８－９１８－５１３３

心身に障害がある人に、身体障害者手帳､療育手帳､精神障害
者保健福祉手帳の交付をしています。障害がある人への生活や
施設についての相談､各種制度について紹介､指導､助言を行っ
ています。

●明石市健康推進課(保健センター）

ＴＥＬＯ７８－９１８－５６５６ＦＡＸＯ７８－９－ｌ８－５６５５

乳幼児健康診査(4か月児健康診査、１０か月児健康診査､１歳Ｅ
か月児健康診査､３歳児健康診査)や子育てに関する相談を行っ
ています。

●兵庫県立精神保健福祉センター

ＴＥＬＯ７８－２５２－４９８０ＦＡＸＯ７８－２５２－４９８１

精神保健福祉に関する知識の普及･啓発や複雑困難な精神保健
福祉相談､また思春期やうつ病､薬物関連問題について相談指
導を行っています。●明石市教育委員会事務局学校教育課

ＴＥＬＯ７８－９－１８－５０５５ＦＡＸＯ７８－９１８－５１１１

障害のある児童・生徒の教育相談や、特別支援学級への入級、
視覚特別支援学校･聴覚特別支援学校･養護学校(特別支援学校）
への入学等､教育に関する相談を行っています。

●兵庫障害者職業センター

ＴＥＬＯ７８－８８１－６７７６ＦＡＸＯ７８－８８１－６５９６

障害のある方へ就職のための相談から職業生活における援助・
助言等を行っています。

●明石市障害者就労･生活支援センターあくと

ＴＥＬ/ＦＡＸＯ７８－９３８－１２１２

障害がある方へ就労についての相談･支援･職場定着支援など
を行っています。

●ひょうご発達障害者支援センタークローバー

ＴＥＬＯ７９－２５４－３６０－ｉＦＡＸＯ７９－２５４－３４０３

発達障害をもつご本人とご家族･関係機関･施設のスタッフな
どへ相談支援･発達支援･就労支援及び普及啓発と研修等を行っ
ています。

＊上記相談等機関をご利用の際は、事前にお問い合わせください。

発行日：２０１０年(平成22年)３月
発行者:明石市立発達支援センター

●〒明石粟二見局
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